
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

担

当

課

（

室

）

定

の

一

部

改

正

目

次

（

県

例

規

集

登

載

）

○

令

和

五

年

四

月

九

日

執

行

の

岡

山

県

議

会

議

員

〃

【

規

則

】

○

岡

山

県

自

然

海

浜

保

全

地

区

条

例

施

行

規

則

の

環

境

管

理

課

選

挙

に

お

け

る

公

職

の

候

補

者

の

選

挙

運

動

に

関

一

部

を

改

正

す

る

規

則

す

る

収

支

報

告

書

の

要

旨

の

一

部

改

正

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

木

材

業

者

、

製

材

業

者

及

び

木

材

チ

ツ

林

政

課

プ

業

者

登

録

条

例

施

行

規

則

を

廃

止

す

る

規

則

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

○

岡

山

県

流

域

下

水

道

事

業

財

務

規

則

の

一

部

を

都

市

計

画

課

指

定

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

岡

山

県

指

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

定

重

要

無

形

文

化

財

の

保

持

者

の

認

定

の

解

除

【

告

示

】

【

公

安

委

員

会

】

○

港

湾

施

設

に

お

け

る

制

限

区

域

の

設

定

等

の

一

港

湾

課

○

運

転

免

許

取

得

者

等

教

育

の

認

定

の

一

部

改

正

運

転

免

許

課

部

改

正

○

運

転

免

許

取

得

者

等

検

査

の

認

定

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

都

市

計

画

の

変

更

都

市

計

画

課

【

公

告

】

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

〃

〃

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

岡

山

県

公

報

令和６年３月１５日 第１２５８２号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
号

岡
山
県
自
然
海
浜
保
全
地
区
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
自
然
海
浜
保
全
地
区
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
自
然
海
浜
保
全
地
区
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
号
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
規
則
第
五
号

岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
岡
山

県
規
則
第
二
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
規
則
第
六
号

岡
山
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
平
成
三
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
二
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第

一
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号

平
成
十
六
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
七
号
（
港
湾
施
設
に
お
け
る
制
限
区
域
の
設
定
等
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一
の
表
水
島
港
の
項
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

下
原
船
穂
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

江
与
味
上
河
内
線 

三 

道
路
の
区
域 

    

 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四

番
八
地
先
ま
で 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
古
城
山
一
九
四
八
番

一
地
先
を
経
て 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四

番
八
地
先
ま
で 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四

番
八
地
先
ま
で 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
奥
山
三
三
二
番
一
地

先
か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
古
城
山
一
九
四
八
番

一
地
先
を
経
て 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
上
池
ノ
内
二
二
三
四

番
八
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

六
・
九
～ 

三
九
・
九 

九
・
四
～ 

四
〇
・
七 

六
・
九
～ 

三
九
・
九 

九
・
四
～ 

四
〇
・
七 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
一
〇
三
・
〇 

八
二
三
・
二 

一
一
三
二
・
九 

八
二
三
・
二 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



  

 
久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
ヘ
一
一
七
〇

番
三
地
先
か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
城
の
後
四
〇
二
六
番

一
地
先
を
経
て 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一

地
先
ま
で 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
ヘ
一
一
七
〇

番
三
地
先
か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一

地
先
ま
で 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
ヘ
一
一
七
〇

番
三
地
先
か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
川
倉
一
一
一
四
番
一

地
先
を
経
て 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一

地
先
ま
で 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
ヘ
一
一
七
〇

番
三
地
先
か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一

地
先
ま
で 区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

域 

旧 新 

新
旧

別 

八
・
三
～ 

三
八
・
三 

四
・
〇
～ 

二
〇
・
二 

八
・
三
～ 

三
八
・
三 

四
・
〇
～ 

二
〇
・
二 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
〇
〇
・
〇 

二
〇
〇
・
〇 

二
〇
〇
・
〇 

二
〇
〇
・
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
一
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

県
道 

道

路

の

種

類 

江
与
味
上
河

内
線 

下
原
船
穂
線 

路

線

名 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
成
久
上
ヘ
一
一
七
〇
番
三

地
先
か
ら 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
川
倉
一
一
一
四
番
一
地
先

を
経
て 

久
米
郡
美
咲
町
江
与
味
字
悦
向
五
一
三
五
番
一
地
先

ま
で 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
殿
坂
一
九
一
六
番
一
地
先

か
ら 

倉
敷
市
船
穂
町
柳
井
原
字
殿
坂
一
九
一
六
番
六
地
先

ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
六
年
三

月
十
五
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
井
原
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
の
で
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
の
図
書

を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県 

代
表
者 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 

井
原
都
市
計
画
道
路 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

井
原
市
西
江
原
町
か
ら
井
原
市
高
屋
町
の
一
部
区
域 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
井
原
市
建
設
経
済
部
都
市
施
設
課 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



〔
一
二
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
北
区
、
同
市

南
区
、
倉
敷
市
、
津

山
市
、
笠
岡
市
、
高

梁
市
、
新
見
市
、
瀬

戸
内
市
、
真
庭
市
、

美
作
市
、
和
気
郡
和

気
町
、
真
庭
郡
新
庄

村
、
苫
田
郡
鏡
野
町

及
び
久
米
郡
美
咲
町 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



〔
一
二
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

県
内
全
域 

測

量

区

域 

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図

情
報
）
修
正
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



〔
一
二
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
、
倉
敷
市
、

玉
野
市
及
び
笠
岡
市 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 

終

了

年

月

日 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



〔
一
二
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
江
与

味
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 

終

了

年

月

日 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



〔
一
二
八
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
倉
敷
市
か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道
に
つ
い
て
の
都

市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 
 
 

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道 

二 

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課 

な
お
、
原
本
は
、
倉
敷
市
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
局
下
水
道
部
下
水
経
営
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
三
号 

 

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

 

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
さ
く
ば
ら
ホ
ー
ム
」
を
「
介
護
老
人
福
祉
施
設
光

憂
舘
」
に
改
め
る
。 

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
五
年
四
月
九
日

執
行
の
岡
山
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
に
つ
い

て
、
候
補
者
田
野
孝
明
の
出
納
責
任
者
田
野
孝
明
か
ら
訂
正
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
九
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
令
和
六
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
一
号
（
令
和
五
年
四
月
九
日
執
行

の
岡
山
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の

一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

林

裕

一

「

」
を
「

1
3

」
に
、

２
月
７
日

１
月

日

を

「

4
1
,
6
5
6

田
野
孝
明
後
援
会

」

「

5
0
0
,
0
0
0

自
由
民
主
党
岡
山
県
支
部
連
合
会

に

「2
,
5
0
0
,
0
0
0

」
を

田
野
孝
明
後
援
会

4
1
,
6
5
6

」

、

「2
,
0
0
0
,
0
0
0

」
に
改
め
る
。

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定
を
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

有
第
三
八
八
号

二

種

別

重
要
文
化
財

彫
刻

三

名
称
及
び
員
数

銅
造
誕

生
釈
迦
仏

立

像

一
軀

ど
う
ぞ
う
た
ん
じ
ょ
う
し
ゃ
か
ぶ
つ
り
ゅ
う
ぞ
う

四

所

在

地

倉
敷
市
浅
原
一
五
七
三

五

所

有

者

（
宗
）
安
養
寺

あ
ん
よ
う
じ

六

製

作

年

代

奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
前
期

七

寸

法

像
高
一
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八

指

定

理

由

誕
生
釈
迦
仏
立
像
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
た
だ
ち
に
東
西
南
北
に
７
歩
進
ん
で
右
手
を
挙
げ

て
天
を
指
し
、
左
手
を
垂
下
し
て
地
を
指
し

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
獅
子
吼
し
た
釈
迦
の
誕

、

し

し

く

生
の
姿
を
表
し
た
も
の
で
、
釈
迦
の
誕
生
を
祝
う
灌
仏
会
の
主
尊
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、

か
ん
ぶ
つ
え

、

。

仏
教
伝
来
以
降
現
代
ま
で
一
部
の
宗
派
を
除
い
て

造
立
さ
れ
て
き
て
い
る
基
本
的
な
尊
像
で
あ
る

本
像
は
、
昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
に
、
安
養
寺
裏
山
経

塚
群
（
県
指
定
史
跡
）
の
第
二
経

き
ょ
う
づ
か

塚
に
お
い
て
、
箱
形
に
積
ま
れ
た
石
組
の
内
部
か
ら
横
臥
し
た
状
態
で
出
土
し
た
。
安
養
寺
裏
山
経

お
う
が

塚
群
は
、
三
基
の
経
塚
か
ら
な
り
、
第
一
経
塚
か
ら
出
土
し
た

瓦

経

や
塔
婆
形
題
箋
等
の
多
く

か
わ
ら
き
ょ
う

と
う
ば
が
た
だ
い
せ
ん

が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
な
ど
、
経
塚
・
経
典
研
究
に
優
れ
た
史
料
を
提
供
し
た
貴
重
な

史
跡
で
あ
る
。
第
三
経
塚
か
ら
出
土
し
た
応
徳
三
（
一
〇
八
六
）
年
銘
の
瓦
経
に
よ
っ
て
、
こ
の
経

塚
群
は
平
安
時
代
後
期
の
造
営
で
、
本
像
も
同
じ
時
期
に
埋
納
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
錆
が
進
行

し
て
い
る
の
は
、
永
ら
く
土
中
に
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

像
高
は
一
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
台
座
に
差
し
込
む
た
め
の
心
棒
を
含
め
た
全
高
は
一
七
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測
り

鋳
造
法
に
て
調
整
さ
れ

鏨

に
よ
り
衣
文
の
整
形
を
施
し
た
無
垢
像

、

、
た
が
ね

え
も
ん

む

く

ぞ

う

で
あ
る
。

肉

髻

相
の
頭
部
が
大
き
く
、
目
鼻
立
ち
も
大
ぶ
り
で
あ
る
の
に
対
し
、
体
軀
は
細
く
奥
行
が
少

に
っ
け
い
そ
う

、

。

、

、

な
く

し
な
や
か
に
造
形
さ
れ
て
い
る

上
半
身
は
裸
形
で

両
胸
に
か
す
か
に
膨
ら
み
を
も
た
せ

背
面
の
背
筋
に
は
く
ぼ
み
を
つ
け
る
。
現
状
で
は
欠
損
し
て
い
る
右
肩
よ
り
先
は
、
別
鋳
の
腕
で
天

を
指
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

下
半
身
は
裙
を
着
け
、
裙
裾
は
台
座
ま
で
及
ん
で
足
首
は
隠
し
、
足
先
を
表
し
て
お
り
、
こ
の

く
ん

く
ん
す
そ

像
容
は
奈
良
時
代
後
期
以
降
の
特
徴
を
示
す
。
裙
の
上
縁
が
一
段
折
り
返
さ
れ
て
お
り
、
腰
正
面
で

腰
紐
を
結
ぶ
。
裙
の
襞
は
体
軀
の
表
現
に
呼
応
し
て
柔
ら
か
に
流
れ
る
。
上
体
を
反
り
身
に
あ
ら

ひ
だ

わ
し
て
腹
を
わ
ず
か
に
前
へ
突
き
出
し
、
左
手
は
や
や
曲
げ
て
垂
下
し
、
掌
は
大
腿
部
外
側
に
当
て

る
。蓮

肉
部
に
段
を
作
る
造
形
は
、
材
は
異
な
る
が
、
鑑
真
在
世
時
の
製
作
と
さ
れ
る
奈
良
・
唐
招
提

れ
ん
に
く
ぶ

寺
旧
講
堂
木
造
像
の
造
形
に
近
似
す
る
。
ま
た
、
右
腕
を
別
鋳
に
す
る
点
は
、
身
体
の
分
節
表
現
が

可
能
に
な
る
奈
良
時
代
後
期
以
降
の
特
徴
を
示
し
て
お
り
、
製
作
の
上
限
は
鑑
真
来
朝
（
天
平
勝
宝

六
（
七
五
四
）
年
）
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

蛍
光
Ⅹ
線
に
よ
る
材
質
検
査
で
は
、
銅
（
Ｃ
ｕ
）
の
含
有
率
が
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
示
し
て
お
り
、
他
の
奈
良
期
の
作
例
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
像
容
形
式
は
奈
良
時
代

後
期
の
特
徴
を
示
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
像
は
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安
時
代
前
期
の
製
作
と
考

え
ら
れ
、
県
内
に
伝
わ
る
最
古
の
誕
生
仏
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
経
塚
へ
の
埋
納
と
い
う
歴
史
的
経

緯
も
注
目
に
値
す
る
。

令和６年３月１５日　岡山県公報　第１２５８２号



一

指

定

番

号

有
第
三
八
九
号

二

種

別

重
要
文
化
財

彫
刻

三

名
称
及
び
員
数

銅
造
如

来
立

像

一
軀

ど
う
ぞ
う
に
ょ
ら
い
り
ゅ
う
ぞ
う

四

所

在

地

倉
敷
市
浅
原
一
五
七
三

五

所

有

者

（
宗
）
安
養
寺

あ
ん
よ
う
じ

六

製

作

年

代

奈
良
時
代
前
期

七

寸

法

像
高
九
二
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八

指

定

理

由

本
如
来
像
は
、
朝
原
山
安
養
寺
に
祀
ら
れ
て
い
る
本
尊
で
あ
る
。
寺
伝
に
依
る
と
、
朝
原
山
安
養

寺
は
、
報
恩
大
師
に
よ
り
桓
武
天
皇
御
願
の
寺
と
し
て
開
創
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

本
像
は
鋳
銅
製
で
金
鍍
金
を
施
し
、
像
高
は
九
二
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測
り
、
そ
の
重
量
は

五
六
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
非
常
に
重
た
い
。
頭
部
は
肉

髻

相
と
し
、
多
数
の
小
孔
を
あ
け
て
別
鋳

に
っ
け
い
そ
う

の
螺
髪
を
植
え
付
け
て
い
た
が
、
現
状
で
は
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て
い
る
。
面
相
部
は
一
見
童
顔
に

ら
ほ
つ

近
く
、
額
は
狭
小
で
、
口
唇
の
両
端
を
微
か
に
上
げ
て
微
笑
む
。
首
に
三

道
の
表
現
は
な
く
、
一

さ
ん
ど
う

条
の
陰
刻
線
を
刻
む
の
み
で
、
こ
れ
ら
は
古
様
な
特
徴
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
両
耳
は
大
き
く
、

。

。

耳

朶
は
環
状
貫
通
し
て
い
る

左
手
は
掌
を
仰
い
で
五
指
を
軽
く
曲
げ
る
が
第
二
指
は
欠
損
す
る

み
み
た
ぶ

、

。

、

右
手
は
前
に
出
し
て
第
一
指

第
二
指
を
捻
ず
る

胸
前
の
衲
衣
の
間
に
は
下
着
の
襟
を
あ
ら
わ
し

の
う
え

衲
衣
の
一
端
は
右
肩
か
ら
左
前

膞
に
か
か
っ
て
外
側
に
垂
れ
る
。
背
面
で
は
上
半
身
に
衣
文
を
た

ぜ
ん
は
く

た
ま
ず
、
腰
以
下
の
両
側
に
茶

杓

形
の
衣
文
を
連
ね
て
い
る
点
も
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前

ち
ゃ
し
ゃ
く
が
た

半
の
作
例
に
見
ら
れ
る
古
様
な
表
現
で
あ
る
。

足
裏
に
は
別
鋳
し
た
足
枘
を
挿
し
込
む
が
、
う
ち
右
足
枘
は
木
製
後
補
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

ほ
ぞ

。

、

、

足
枘
孔
は
湯
口
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

像
内
は
中
空
と
な
り

残
土
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら

蝋
型
鋳
造
法
に
よ
る
造
形
で
あ
る
。

ろ
う

蛍
光
Ⅹ
線
に
よ
る
材
質
検
査
で
は
、
銅
（
Ｃ
ｕ
）
の
含
有
率
が
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
七
パ
ー

セ
ン
ト
と
高
く
、
ほ
ぼ
純
銅
に
近
い
数
値
を
示
し
て
お
り
、
我
が
国
の
他
の
同
時
期
の
作
例
、
例
え

ば
国
宝

銅
造
釈
迦
如
来
倚
像
（
深
大
寺
／
東
京
都
）
と
ほ
ぼ
同
じ
数
値
を
示
す
こ
と
か
ら
も
、
本

像
の
製
作
年
代
も
奈
良
時
代
前
期
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
像
容
及
び
光
学
的
検
査
の
結
果
か
ら
製
作
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

県
下
に
伝
来
す
る
金
銅
仏
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
と
出
来
栄
え
の
優
れ
た
遺
例
は
な
く
、
さ
ら

に
我
が
国
を
代
表
す
る
金
銅
仏
と
比
較
し
て
も
遜
色
の
な
い
優
品
で
あ
り
、
日
本
彫
刻
史
の
貴
重
な

作
例
で
あ
る
。

一

指

定

番

号

有
第
三
九
〇
号

二

種

別

重
要
文
化
財

彫
刻

三

名
称
及
び
員
数

木

造
狐
像

一
対

も
く
ぞ
う

こ

ぞ
う

四

所

在

地

岡
山
市
北
区
後
楽
園
一
―
五

岡
山
県
立
博
物
館

五

所

有

者

真
庭
市
木
山
一
二
六
五
―
一

（
宗
）
木
山
神

社

き
や
ま
じ
ん
じ
ゃ

六

製

作

年

代

室
町
時
代

七

寸

法

像
高

珠
取
像
五
三
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

鍵
取
像
五
一
・
九
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

八

指

定

理

由

弘
仁
七
（
八
一
六
）
年
創
建
と
伝
え
ら
れ
る
木
山
神
社
は
、
真
庭
市
落
合
地
区
に
そ
び
え
る
木
山

山
頂
に
あ
っ
て
、
近
隣
地
域
の
信
仰
を
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
中
世
以
来
、
神
仏
習
合
に
よ
っ
て
木
山

寺
が
別
当
と
な
り
、
木
山
牛
頭
天
王
宮
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
独
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立
、
木
山
神
社
と
改
号
し
て
郷

社
の
社
格
に
列
し
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
県

社
へ
と
昇
格

ご
う
し
ゃ

け
ん
し
ゃ

し
た
。
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年
、
山
麓
へ
里

宮
を
造
成
し
て
移
転
、
本
殿
（
県
指
定
重
要
文

さ
と
み
や

化
財
）
と
随
神
門
（
真
庭
市
指
定
重
要
文
化
財
）
の
み
を
奥

宮
と
し
て
山
頂
に
残
し
、
現
在
に
至

お
く
み
や

っ
て
い
る
。

こ
の
奥
宮
に
安
置
さ
れ
て
い
た
本
像
は
、
向
か
っ
て
右
側
に
珠
を
銜
え
る
珠

取

像
、
左
側
に
鍵

た
ま

く
わ

た
ま
と
り
ぞ
う

を
銜
え
る
鍵

取

像
を
配
す
る
一
対
で
、
そ
の
像
高
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
三
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

か
ぎ
と
り
ぞ
う

五
一
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
測
る
。

両
像
共
に
頸
を
立
て
て
頭
を
各
々
左
右
に
大
き
く
振
り
、
両
前
脚
を
揃
え
て
伸
ば
し
、
両
後
脚

く
び

、

。

、

、

、

は
折
っ
て

蹲

り

尾
を
立
て
対
称
的
に
蹲

踞
す
る

主
材
は
キ
リ

副
材
は
ス
ギ
を
用
い

頭

う
ず
く
ま

そ
ん
き
ょ

頸
・
胸
部
、
胴
部
、
腰
部
、
尾
の
部
位
ご
と
に
分
け
る
寄
木
造
で
あ
る
。
胴
部
及
び
腰
部
は
箱
造
り

に
し
て

そ
の
周
囲
に
小
材
を
寄
せ
て
成
形
す
る

眼
は
彫

眼
で
あ
り

銜
え
る
珠
は
共
木
彫
成

、

。

、

ち
ょ
う
が
ん

と
も
ぎ
ち
ょ
う
せ
い

で
金
箔
を
施
す
。
鍵
は
柄
を
木
製
と
し
、
鍵
部
分
は
銅
製
で
金
箔
を
施
す
。
表
面
仕
上
げ
は
白
色
顔

え

料(

胡
粉
）
を
施
す
が
、
そ
の
彩
色
は
後
補
で
あ
る
。

ご
ふ
ん

こ
う
ほ

前
脚
裏
の
枘
は
竹
釘
を
打
ち
、
臀
部
の
枘
は
キ
リ
の
角
材
を
用
い
、
框

座
に
穿
た
れ
た
枘

孔
に

ほ
ぞ

か
ま
ち
ざ

ほ
ぞ
あ
な

差
し
込
み
安
置
す
る
。
枘
の
造
作
は
室
町
時
代
以
降
の
作
例
に
通
じ
る
。

鍵
取
像
内
部
か
ら
は
「
安
政
四
丁

巳
年
二
月
十
一
日

「
ツ
山
福
渡
丁
甚
兵
へ

「
三
帳
地
合
直

」

」

ひ
の
と
み

し
」
等
の
墨
書
が
確
認
さ
れ
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
に
現
在
の
津
山
市
福
渡
町
に
住
む
甚
兵
衛

に
よ
り
修
理
が
施
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

同
種
の
作
例
が
乏
し
く
造
像
年
代
は
速
断
で
き
な
い
が
、
そ
の
像
容
か
ら
、
中
世
後
期
以
降
の
新

し
い
信
仰
の
中
で
造
立
さ
れ
た
狐
像
と
推
察
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
製
作
年
代
は
室
町
時
代
と
す
る
こ

と
が
現
時
点
で
は
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
例
と
し
て
稀
少
で
あ
り
、
本
県
の
神
道
美
術
史
の
見

地
か
ら
も
、
全
国
的
な
稲
荷
信
仰
史
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
彫
像
で
あ
る
。

一

指

定

番

号

有
第
三
九
一
号

二

種

別

重
要
文
化
財

書
跡
・
典
籍

三

名
称
及
び
員
数

大

般

若
波
羅
蜜
多
経

二
〇
〇
帖

だ
い
は
ん
に
ゃ
は
ら
み
つ
た
き
ょ
う

四

所

在

地

井
原
市
野
上
町
九
七
一

五

所

有

者

（
宗
）
千

手
院

せ
ん
じ
ゅ
い
ん

六

製

作

年

代

南
北
朝
時
代

七

指

定

理

由

大
般
若
波
羅
蜜
多
経
は
、
唐
の
玄

奘
三

蔵
が
集
大
成
し
た
漢
訳
の
大
乗
仏
教
の
経
典
で
、
一

げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

六
部
、
六
〇
〇
巻
か
ら
な
る
。
奈
良
時
代
以
降
、
国
家
鎮
護
の
た
め
の
悔
過
増

益
を
期
待
す
る
大

け

か

ぞ
う
え
き

般
若
経
の
転
読
が
南
都
の
有
力
な
寺
院
を
中
心
に
行
わ
れ
、
次
第
に
地
方
に
も
広
が
っ
た
。
中
世
以

降
は
、
村
落
主
体
の
行
事
に
も
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
我
が
国
の
歴
史
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
仏
典

で
あ
る
。

本
大
般
若
経
が
伝
来
し
た
千
手
院
は
、
明
治
初
年
に
廃
寺
と
な
っ
た
頂
見
山

頂

見
寺
の
坊
の
一

い
た
み
ざ
ん
ち
ょ
う
け
ん

じ

つ
で
あ
る
。
頂
見
寺
は
、
奈
良
時
代
の
創
建
伝
承
を
持
ち
、
中
世
に
は
栄
え
た
と
見
ら
れ
る
が
、
近

世
に
は
寺
勢
は
衰
え
て
い
た
。

千
手
院
に
伝
わ
る
の
は
、
大
般
若
経
六
〇
〇
巻
の
う
ち
巻
一
か
ら
巻
二
〇
〇
ま
で
の
二
〇
〇
帖
で

あ
り
、
一
〇
帖
ご
と
に

経

帙
に
収
め
ら
れ
、
計
二
〇
の
帙
は
唐

櫃
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
料

紙

き
ょ
う
ち
つ

か
ら
び
つ

り
ょ
う
し

は
タ
テ
約
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ヨ
コ
約
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
楮

紙
を
黄
檗
で
染
め
て

こ
う
ぞ
し

き
は
だ

打

紙
し
成
巻
し
て
い
る
。

う
ち
が
み

現
装
は
折

本

装
と
な
っ
て
い
る
が
、
巻
末
の
様
子
や
料
紙
表
面
に
見
ら
れ
る
数
条
の
巻
皺
、
経

お
り
ほ
ん
そ
う

ま
き
し
わ

帙
の
寸
法
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
当
初
は
巻
子
装
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
改
装
の
時
期
に
つ
い

か
ん
す
そ
う

て
は
、
巻
一
一
一
の
裏
表
紙
の
反
故
紙
に
「
延
享
弐
年
丑
三
月

「
備
中
国
小
田
郡
走

出

村
持
宝

」
、

ほ

ご

が

み

は
し
り
で
む
ら
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院
末
寺
千
手
院
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
か
ら
遠
く
な
い
時
期
と

推
定
で
き
る
。
ま
た
、
す
で
に
千
手
院
に
移
座
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
地
域
間
の
移
動
の
履
歴

い

ざ

や
改
装
の
時
期
な
ど
、
歴
史
的
な
変
遷
が
分
か
る
点
は
貴
重
で
あ
る
と
と
も
に
、
巻
一
か
ら
巻
二
〇

〇
ま
で
が
ま
と
ま
っ
て
伝
わ
る
点
に
、
意
図
的
な
分
置
が
予
想
で
き
る
点
も
興
味
深
い
。

各
巻
奥
書
の
記
述
を
あ
わ
せ
見
る
に
、
本
大
般
若
経
は
、
康

暦
二
（
一
三
八
〇
）
年
頃
か
ら

こ
う
り
ゃ
く

駅

里

庄
の
賀

良

山
極
楽
寺
に
お
い
て
製
作
さ
れ
、
千
手
院
伝
来
の
二
〇
〇
帖
は
、
良
憲
ら
五
人

う
ま
や
の
し
ょ
う

が
り
ょ
う
ざ
ん

の
僧
が
書
写
に
あ
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
駅
里
庄
は
、
現
在
の
小
田
郡
矢
掛
町
付
近
に
あ
っ
た
荘

園
と
推
測
さ
れ
る
。
賀
良
山
極
楽
寺
は
、
伽
藍
山
（
矢
掛
町
江
良
）
に
行
基
菩
薩
が
開
い
た
と
伝
わ

が
ら
ん
や
ま

え

ら

、

。

る
極
楽
寺
に
比
定
さ
れ

当
時
は
書
写
の
た
め
の
道
場
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

以
上
の
よ
う
に
、
本
大
般
若
経
は
県
内
の
現
存
例
の
う
ち
、
年
代
も
含
め
た
製
作
状
況
、
改
装
時

期
と
移
動
の
履
歴
が
判
明
し
、
か
つ
特
定
の
巻
数
が
ま
と
ま
っ
て
伝
わ
る
重
要
な
遺
例
で
あ
り
、
製

作
当
時
の
地
域
の
様
相
を
窺
わ
せ
る
点
で
歴
史
資
料
と
し
て
も
看
過
し
え
な
い
。

一

指

定

番

号

有
第
三
九
二
号

二

種

別

重
要
文
化
財

建
造
物

三

名
称
及
び
員
数

旧

妹

尾
銀

行
林
田
支
店

本

館
・
倉
庫
・
金
庫
・
門
及
び
塀

三
棟
一
基

き
ゅ
う
せ
の
お
ぎ
ん
こ
う
は
い
だ

し
て
ん

ほ
ん
か
ん

そ
う
こ

き
ん
こ

も
ん
お
よ

へ
い

四

所

在

地

津
山
市
川
崎
八
二
三

五

所

有

者

津
山
市
山
北
五
二
〇

津
山
市

六

年

代

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年

七

指

定

理

由

旧
妹
尾
銀
行
林
田
支
店
は
、
津
山
市
城
東
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
か
ら
東
へ
四
〇
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
離
れ
た
旧
出
雲
往
来
沿
い
に
位
置
し
て
お
り
、
官
報
に
よ
り
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に

妹
尾
銀
行
林
田
支
店
と
し
て
設
立
、
竣
工
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

妹
尾
銀
行
は
、
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
に
第
一
合
同
銀
行
と
合
併
、
そ
の
後
も
合
併
を
重
ね

た
が
、
当
支
店
は
、
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
ま
で
銀
行
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
昭
和
五
〇
（
一

九
七
五
）
年
に
津
山
市
へ
譲
渡
さ
れ
た
の
ち
は
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
ま
で
津
山
洋
学
資
料

館
と
し
て
使
用
さ
れ
、
同
資
料
館
が
移
転
し
た
現
在
で
は
、
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ

Ａ

Ｒ
Ｔ
＆
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
」
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

、

、

、

、

、

本
館
は

敷
地
南
寄
り
に
南
面
し
て
立
ち

桁
行
五
間

梁
間
四
間
の
木
造
平
屋
建
で

入
母
屋
造

け
た
ゆ
き

は
り
ま

い
り
も
や
づ
く
り

天
然
ス
レ
ー
ト
葺
、
平

入
と
し
、
正
面
を
入
母
屋
屋
根
と
し
た
玄
関
ポ
ー
チ
を
張
り
出
す
。
外
観

ぶ
き

ひ
ら
い
り

は
、
仏

殿
を
思
わ
せ
る
二
重
屋
根
の
形
式
で
、
屋
根
は
身
舎
を
七
寸
勾

配
、
下
屋
を
五
寸
勾
配
と

ぶ
つ
で
ん

も

や

こ
う
ば
い

げ

や

し
、
緩
や
か
な
反
り
を
付
け
る
。
各
棟
は
瓦
で
造
り
、
端
部
に
獅
子
口
を
置
く
。
軒
は
共
に
二

軒

し

し

ぐ
ち

ふ
た
の
き

で
吹
寄
垂
木
を
配
し
、
軒
先
に
檜
皮
の
軒

付
、
丸
蛇
腹
を
施
し
、
特
異
な
形
式
を
見
せ
る
。
外
壁

ふ
き
よ
せ
だ
る
き

ひ
わ
だ

の
き
つ
け

は
真

壁
で
、
基
礎
は
花
崗
岩
の
延

石
を
並
べ
、
土
台
、
柱
、
腰
の
大
和
張
り
も
全
て
、
良
質
な

し
ん
か
べ

か
こ
う
が
ん

の
べ
い
し

柾
目
栂

材
を
贅
沢
に
使
う
。
ま
た
、
周
囲
四
面
に
ガ
ラ
ス
窓
を
開
き
、
外
側
に
木
製
連
子
格
子
を

ま
さ
め
つ
が
ざ
い

れ
ん
じ

こ
う
し

付
け
る
。

内
部
は
一
室
の
空
間
で
、
下
屋
の
桔
木
に
よ
り
上
部
構
造
を
支
え
、
折
り
上
げ
た
中
央
を
吹
抜
と

は
ね
ぎ

し
て
、
天
井
は
吉
野
杉
の
鏡
板
を
は
め
込
ん
だ
二

重
折

上
格
天

井
、
壁
上
部
を
高
窓
と
し
、
下

に
じ
ゅ
う
お
り
あ
げ
ご
う
て
ん
じ
ょ
う

部
に
組
子
細
工
と
屋
久
杉
を
張
り
、
素
材
の
選
定
か
ら
意
匠
の
細
部
に
ま
で
拘
り
を
見
せ
る
。

く
み
こ

ざ
い
く

倉
庫
は
、
敷
地
北
側
に
位
置
し
、
東
西
一
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
、
南
北
六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
規

模
と
し
、
煉
瓦
造
平
屋
建
、
切

妻

造
、
桟

瓦

葺
、
平
入
と
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
積
の
重
厚
な
煉
瓦

き
り
づ
ま
づ
く
り

さ
ん
が
わ
ら
ぶ
き

造
で
、
入
口
上
部
に
半
円
ア
ー
チ
を
施
し
、
建
設
当
初
は
出
入
口
を
北
側
の
み
に
付
け
て
い
た
。
小

屋
組
は
木
造
ト
ラ
ス
と
す
る
。
出
入
口
の
増
設
な
ど
、
一
定
の
改
変
が
見
ら
れ
る
が
、
当
初
の
状
態

を
良
く
残
し
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。

金
庫
は
、
本
館
と
倉
庫
の
間
の
西
側
に
建
ち
、
東
西
二
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
三
・
一
五
メ
ー
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、

、

、

、

。

、

ト
ル
の
規
模
と
し

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建

切
妻
造

桟
瓦
葺

平
入
と
す
る

外
観
は

外
壁
に
目
地
を
入
れ
た
人
造
石
研
ぎ
出
し
仕
上
げ
と
し
、
石
造
風
に
見
せ
る
。
入
口
は
鋼
製
の
二
重

扉
と
し
、
厚
さ
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
両
開
き
の
外
扉
と
格
子
の
内
扉
が
取
り
付
く
。

門
及
び
塀
は
、
南
側
正
面
道
路
沿
い
に
門
を
開
き
、
北
面
を
除
く
敷
地
周
囲
に
塀
を
回
す
。
門
は

二
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
間
口
を
開
く
石
柱
の
形
式
で
、
や
や
後
退
し
て
中
央
に
二
本
の
主
柱
を
一
対

に
立
て
、
両
脇
に
各
二
本
の
柱
を
前
後
に
立
て
、
前
方
西
側
に
二
本
の
柱
を
伴
う
塀
を
伸
ば
す
。
南

側
の
門
及
び
塀
は
総
延
長
一
四
・
三
四
メ
ー
ト
ル
で
、
塀
は
東
側
を
一
七
・
六
六
メ
ー
ト
ル
、
西
側

を
二
一
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
規
模
と
す
る
。
塀
は
境
界
に
沿
っ
て
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
の
重
厚
な
煉
瓦

塀
を
築
き
、
上
部
に
く
り
型
を
施
し
た
石
（
花
崗
岩
）
製
の
笠
木
を
乗
せ
る
。
南
面
の
門
及
び
塀
の

か
さ
ぎ

み
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、
仕
上
げ
に
煉
瓦
タ
イ
ル
を
張
り
、
地
覆
の
延

石
に
水
繰
り
を
付
け

じ
ふ
く

の
べ
い
し

み
ず

ぐ

る
。
門
及
び
塀
と
も
に
、
間
に
白
い
石
の
ボ
ー
ダ
ー
を
入
れ
、
煉
瓦
と
石
を
組
み
合
わ
せ
た
意
匠
と

す
る
。

本
館
は
、
仏
殿
の
意
匠
を
取
り
入
れ
た
銀
行
建
築
と
し
て
極
め
て
特
異
と
い
え
る
。
高
度
で
伝
統

的
な
木
造
の
技
法
と
煉
瓦
や
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
新
し
い
建
築
技
術
を
、
構
造
か
ら
細
部
の
意

匠
に
ま
で
駆
使
し
た
建
築
で
、
倉
庫
・
金
庫
・
門
及
び
塀
を
含
め
た
こ
れ
ら
建
物
群
は
、
県
内
で
は

他
に
類
例
が
な
く
、
地
方
に
お
け
る
大
正
期
の
質
の
高
い
銀
行
建
築
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
、
岡
山
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
認
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

認

定

番

号

無
第
四
二
号

二

認

定

年

月

日

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

三

種

別

重
要
無
形
文
化
財

四

名

称

木
工
芸

五

保
持
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

真
庭
市
草
加
部

國
本

敏
雄

昭
和
十
一
年
四
月
二
十
日
生

六

解
除
年
月
日
及
び
理
由

令
和
五
年
五
月
三
十
日

保
持
者
死
亡
の
た
め
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
号

令
和
四
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号
（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

本
則
の
表
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
九

総
社
市
秦
五
六
九
番
地

倉
敷
市
松
島
一
一
〇
九
番
地

１

第
一
号
課
程

平
成
十
二
年
五
月
八

株
式
会
社
総
社
自
動
車
教
習
所

倉
敷
マ
ス
カ
ッ
ト
自
動
車
学
校

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
ビ
ギ
ナ
ー
コ
ー
ス
）

日
。
た
だ
し
、
６
に

代
表
者

水
嶋

浩
二

２

第
二
号
課
程

掲
げ
る
課
程
は
平
成

二
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
ビ
ギ
ナ
ー
コ
ー
ス
）

十
七
年
八
月
十
七

３

規
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
課
程

日
、
５
に
掲
げ
る
課

高
齢
者
講
習
同
等
課
程

程
は
平
成
二
十
五
年

４

第
四
号
課
程

五
月
二
日
、
３
に
掲

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
シ
ニ
ア
コ
ー
ス
）

げ
る
課
程
は
令
和
六

５

第
六
号
課
程

年
二
月
二
十
八
日

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
更
新
時
講
習
同
等
）

６

第
七
号
課
程

普
通
自
動
二
輪
車
の
二
人
乗
り
運
転
に
関
す
る
習
熟
課
程

７

第
八
号
課
程

四
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
コ
ー
ス
）

(1)

二
輪
運
転
者
教
育
課
程
（
レ
ギ
ュ
ラ
ー
コ
ー
ス
）

(2)
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
を
認
定
し
た
。

令
和
六
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

項

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
方
法
の
区
分
及
び
名
称

認
定
を
し
た
年
月
日

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
に
使
用
す
る
施

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

設
の
名
称
及
び
所
在
地

一

総
社
市
秦
五
六
九
番
地

倉
敷
市
松
島
一
一
〇
九
番
地

１

運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
国
家
公
安

令
和
六
年
二
月
二
十

株
式
会
社
総
社
自
動
車
教
習
所

倉
敷
マ
ス
カ
ッ
ト
自
動
車
学
校

委
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ

八
日

。

代
表
者

水
嶋

浩
二

る
方
法

認
知
機
能
検
査
同
等
検
査

２

規
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

運
転
技
能
検
査
同
等
検
査
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